
議

案

第

十

号

杉

並

区

ま

ち

づ

く

り

景

観

審

議

会

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

二

十

一

年

二

月

十

三

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

ま

ち

づ

く

り

景

観

審

議

会

条

例

（

設

置

）

第

一

条

杉

並

区

ま

ち

づ

く

り

条

例

（

平

成

十

四

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

五

号

。

以

下

「

ま

ち

づ

く

り

条

例

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

く

ま

ち

づ

く

り

及

び

杉

並

区

景

観

条

例

（

平

成

二

十

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

三

号

。

以

下

「

景

観

条

例

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

く

良

好

な

景

観

づ

く

り

の

推

進

に

関

し

て

必

要

な

事

項

を

調

査

審

議

す

る

た

め

、

区

長

の

附

属

機

関

と

し

て

、

杉

並

区

ま

ち

づ

く

り

景

観

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

（

所

掌

事

項

）

第

二

条

審

議

会

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

区

長

の

諮

問

に

応

じ

、

答

申

す

る

。

一

ま

ち

づ

く

り

条

例

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

事

項

二

景

観

条

例

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

事

項

三

そ

の

他

ま

ち

づ

く

り

及

び

良

好

な

景

観

づ

く

り

の

推

進

に

関

す

る

重

要

な

事

項

２

審

議

会

は

、

前

項

各

号

に

規

定

す

る

事

項

に

関

し

、

区

長

に

意

見

を

述

べ

る

こ

と

が

で

き

る

。



（

組

織

）

第

三

条

審

議

会

は

、

次

に

掲

げ

る

者

に

つ

き

、

区

長

が

委

嘱

す

る

委

員

十

人

以

内

を

も

っ

て

組

織

す

る

。

一

区

民

三

人

以

内

二

学

識

経

験

者

七

人

以

内

２

審

議

会

に

、

専

門

の

事

項

を

調

査

審

議

さ

せ

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

区

長

が

委

嘱

す

る

専

門

委

員

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

３

委

員

の

任

期

は

、

二

年

と

す

る

。

た

だ

し

、

補

欠

の

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

４

委

員

は

、

再

任

さ

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

任

期

が

連

続

し

て

三

期

を

超

え

る

こ

と

と

な

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

５

専

門

委

員

の

任

期

は

、

当

該

専

門

の

事

項

の

調

査

審

議

期

間

と

す

る

。

（

会

長

）

第

四

条

審

議

会

に

会

長

を

置

き

、

委

員

の

互

選

に

よ

り

こ

れ

を

定

め

る

。

２

会

長

は

、

審

議

会

を

代

表

し

、

会

務

を

総

理

す

る

。

３

会

長

に

事

故

が

あ

る

と

き

は

、

会

長

が

あ

ら

か

じ

め

指

名

す

る

委

員

が

そ

の

職

務

を

代

理

す

る

。

（

会

議

）

第

五

条

審

議

会

は

、

会

長

が

招

集

す

る

。

２

審

議

会

は

、

委

員

の

半

数

以

上

の

出

席

が

な

け

れ

ば

、

会

議

を

開

く

こ

と

が

で

き

な

い

。

３

審

議

会

の

議

事

は

、

出

席

し

た

委

員

の

過

半

数

で

決

し

、

可

否

同

数

の

と

き

は

、

会

長

の

決

す

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。



４

審

議

会

は

、

次

条

第

一

項

各

号

に

規

定

す

る

事

項

に

つ

い

て

は

同

項

に

規

定

す

る

土

地

利

用

専

門

部

会

の

議

決

を

、

第

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

事

項

に

つ

い

て

は

同

項

に

規

定

す

る

景

観

専

門

部

会

の

議

決

を

、

そ

れ

ぞ

れ

審

議

会

の

議

決

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

５

審

議

会

の

会

議

は

、

公

開

と

す

る

。

た

だ

し

、

審

議

会

の

議

決

が

あ

っ

た

と

き

は

、

非

公

開

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

土

地

利

用

専

門

部

会

）

第

六

条

審

議

会

に

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

調

査

審

議

す

る

た

め

、

土

地

利

用

専

門

部

会

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

部

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

一

ま

ち

づ

く

り

条

例

第

二

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

に

関

す

る

こ

と

。

二

ま

ち

づ

く

り

条

例

第

三

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

助

言

又

は

指

導

に

関

す

る

こ

と

。

三

ま

ち

づ

く

り

条

例

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

協

定

に

関

す

る

こ

と

。

四

ま

ち

づ

く

り

条

例

第

三

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

勧

告

に

関

す

る

こ

と

。

五

ま

ち

づ

く

り

条

例

第

三

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

公

表

に

関

す

る

こ

と

。

２

部

会

の

委

員

及

び

部

会

長

は

、

第

三

条

第

一

項

第

二

号

に

規

定

す

る

委

員

及

び

同

条

第

二

項

に

規

定

す

る

専

門

委

員

の

う

ち

か

ら

、

会

長

が

指

名

す

る

。

３

部

会

の

会

議

は

、

公

開

と

す

る

。

た

だ

し

、

部

会

の

議

決

が

あ

っ

た

と

き

は

、

非

公

開

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

４

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

事

項

を

調

査

審

議

す

る

場

合

の

部

会

の

会

議

は

、

非

公

開

と

す

る

。



（

景

観

専

門

部

会

）

第

七

条

審

議

会

に

、

景

観

条

例

第

十

六

条

第

一

項

及

び

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

協

議

に

関

す

る

事

項

を

調

査

審

議

す

る

た

め

、

景

観

専

門

部

会

を

置

く

。

２

前

条

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

は

、

景

観

専

門

部

会

の

委

員

及

び

部

会

長

並

び

に

会

議

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

（

委

任

）

第

八

条

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。

附

則

１

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

一

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

附

則

第

四

項

の

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

、

第

五

条

第

四

項

中

土

地

利

用

専

門

部

会

の

議

決

を

審

議

会

の

議

決

と

す

る

こ

と

に

関

す

る

部

分

及

び

第

六

条

の

規

定

は

同

年

十

月

一

日

か

ら

、

第

一

条

中

景

観

条

例

に

基

づ

く

良

好

な

景

観

づ

く

り

に

関

す

る

部

分

、

第

二

条

第

一

項

第

二

号

の

規

定

、

同

項

第

三

号

中

良

好

な

景

観

づ

く

り

に

関

す

る

部

分

、

第

五

条

第

四

項

中

景

観

専

門

部

会

の

議

決

を

審

議

会

の

議

決

と

す

る

こ

と

に

関

す

る

部

分

及

び

第

七

条

の

規

定

は

景

観

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

杉

並

区

附

属

機

関

の

構

成

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

「

杉

並

区

障

害

者

介

護

給

付

費

等

の

会

長

及

び

合

議

体

の

長

日

額

別

表

中

を

支

給

に

関

す

る

審

査

会

一

八

、

五

〇

〇

円

委

員

日

額

一

六

、

五

〇

〇

円

」



「

杉

並

区

障

害

者

介

護

給

付

費

等

の

会

長

及

び

合

議

体

の

長

日

額

支

給

に

関

す

る

審

査

会

一

八

、

五

〇

〇

円

委

員

日

額

に

改

め

る

。

一

六

、

五

〇

〇

円

杉

並

区

ま

ち

づ

く

り

景

観

審

議

会

日

額

一

二

、

○

〇

〇

円

」

３

杉

並

区

都

市

計

画

審

議

会

条

例

（

平

成

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

七

条

を

削

り

、

第

八

条

を

第

七

条

と

し

、

第

九

条

を

第

八

条

と

す

る

。

４

杉

並

区

景

観

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

「

第

五

章

杉

並

区

景

観

審

議

会

（

第

二

十

七

条

―

第

三

十

一

条

）

目

次

中

を

「

第

五

章

雑

則

第

六

章

雑

則

（

第

三

十

二

条

・

第

三

十

三

条

）

」

（

第

二

十

七

条

・

第

二

十

八

条

）

」

に

改

め

る

。

第

七

条

第

三

項

中

「

第

二

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

杉

並

区

景

観

審

議

会

」

を

「

杉

並

区

ま

ち

づ

く

り

景

観

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。

第

九

条

第

一

項

、

第

十

条

第

四

項

、

第

十

三

条

第

一

項

、

第

十

四

条

、

第

十

五

条

第

二

項

、

第

十

七

条

第

二

項

及

び

第

二

十

二

条

第

二

項

中

「

第

二

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

杉

並

区

景

観

審

議

会

」

を

「

審

議

会

」

に

改

め

る

。

第

二

十

六

条

中

「

次

条

第

一

項

に

規

定

す

る

杉

並

区

景

観

審

議

会

」

を

「

審

議

会

」

に

改

め

る

。



第

五

章

を

削

る

。

第

六

章

中

第

三

十

二

条

を

第

二

十

七

条

と

し

、

第

三

十

三

条

を

第

二

十

八

条

と

す

る

。

第

六

章

を

第

五

章

と

す

る

。

（

提

案

理

由

）

ま

ち

づ

く

り

景

観

審

議

会

を

設

置

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。



- 1 -

杉

並

区

ま

ち

づ

く

り

景

観

審

議

会

条

例

新

旧

対

照

表

（

抄

）

附

則

第

三

項

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

都

市

計

画

審

議

会

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

部

会

）

第

七

条

審

議

会

に

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

処

理

す

る

た

め

、

ま

ち

づ

く

り

専

門

部

会

（

以

下

「

部

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

一

杉

並

区

ま

ち

づ

く

り

条

例

（

平

成

十

四

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

五

号

。

以

下

「

ま

ち

づ

く

り

条

例

」

と

い

う

。

）

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

地

区

計

画

等

の

原

案

の

申

出

に

係

る

処

理

に

関

す

る

こ

と

。

二

ま

ち

づ

く

り

条

例

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

ま

ち

づ

く

り

ル

ー

ル

の

登

録

に

関

す

る

こ

と

。

三

ま

ち

づ

く

り

条

例

第

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

ま

ち

づ

く

り

協

議

会

の

認

定

に

関

す

る

こ

資 料
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と

。

２

部

会

の

委

員

及

び

部

会

長

は

、

第

二

条

第

一

項

及

び

第

三

項

に

規

定

す

る

委

員

の

う

ち

か

ら

、

会

長

が

指

名

す

る

。

（

幹

事

）

（

幹

事

）

第

七

条

略

第

八

条

略

（

委

任

）

（

委

任

）

第

八

条

略

第

九

条

略

附

則

第

四

項

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

景

観

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

目

次

目

次

第

一

章

～

第

四

章

略

第

一

章

～

第

四

章

略

第

五

章

雑

則

（

第

二

十

七

条

・

第

二

十

八

条

）

第

五

章

杉

並

区

景

観

審

議

会

（

第

二

十

七

条

―

第

三

十

一

条

）

第

六

章

雑

則

（

第

三

十

二

条

・

第

三

十

三

条

）

附

則

附

則

（

東

京

都

又

は

関

係

区

市

と

の

協

議

）

（

東

京

都

又

は

関

係

区

市

と

の

協

議

）
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第

七

条

略

第

七

条

略

２

略

２

略

３

区

長

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

協

議

を

し

、

又

３

区

長

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

協

議

を

し

、

又

は

前

項

に

規

定

す

る

協

議

に

応

じ

よ

う

と

す

る

と

は

前

項

に

規

定

す

る

協

議

に

応

じ

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

杉

並

区

ま

ち

づ

く

り

景

観

審

議

会

（

以

下

き

は

、

第

二

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

杉

並

区

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

の

意

見

を

聴

く

こ

と

が

景

観

審

議

会

の

意

見

を

聴

く

こ

と

が

で

き

る

。

で

き

る

。

（

策

定

の

手

続

）

（

策

定

の

手

続

）

第

九

条

区

長

は

、

景

観

計

画

を

定

め

よ

う

と

す

る

第

九

条

区

長

は

、

景

観

計

画

を

定

め

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

審

議

会

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

第

二

十

七

条

第

一

項

に

の

意

見

を

聴

か

な

規

定

す

る

杉

並

区

景

観

審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

略

２

略

（

届

出

事

項

等

）

（

届

出

事

項

等

）

第

十

条

略

第

十

条

略

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

４

区

長

は

、

法

第

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

４

区

長

は

、

法

第

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

当

該

届

出

に

関

す

る

事

届

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

当

該

届

出

に

関

す

る

事

項

に

つ

い

て

、

審

議

会

項

に

つ

い

て

、

第

二

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る
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の

意

見

を

聴

く

こ

と

が

で

き

杉

並

区

景

観

審

議

会

の

意

見

を

聴

く

こ

と

が

で

き

る

。

る

。

（

勧

告

の

手

続

等

）

（

勧

告

の

手

続

等

）

第

十

三

条

区

長

は

、

法

第

十

六

条

第

三

項

の

規

定

第

十

三

条

区

長

は

、

法

第

十

六

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

勧

告

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

に

よ

る

勧

告

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

審

議

会

じ

め

、

第

二

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

杉

並

区

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

景

観

審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

い

。

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

（

変

更

命

令

等

の

手

続

）

（

変

更

命

令

等

の

手

続

）

第

十

四

条

区

長

は

、

法

第

十

七

条

第

一

項

又

は

第

第

十

四

条

区

長

は

、

法

第

十

七

条

第

一

項

又

は

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

必

要

な

措

置

を

命

じ

よ

う

と

五

項

の

規

定

に

よ

り

必

要

な

措

置

を

命

じ

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

審

議

会

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

第

二

十

七

条

第

一

の

意

見

を

聴

項

に

規

定

す

る

杉

並

区

景

観

審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

大

規

模

建

築

物

景

観

形

成

指

針

）

（

大

規

模

建

築

物

景

観

形

成

指

針

）

第

十

五

条

略

第

十

五

条

略

２

区

長

は

、

大

規

模

建

築

物

景

観

形

成

指

針

を

定

２

区

長

は

、

大

規

模

建

築

物

景

観

形

成

指

針

を

定

め

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

審

議

会

め

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

第

二

十
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の

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

杉

並

区

景

観

審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

及

び

４

略

３

及

び

４

略

（

事

前

協

議

の

助

言

等

）

（

事

前

協

議

の

助

言

等

）

第

十

七

条

略

第

十

七

条

略

２

区

長

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

協

議

が

２

区

長

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

協

議

が

あ

っ

た

と

き

は

、

当

該

協

議

に

関

す

る

事

項

に

つ

あ

っ

た

と

き

は

、

当

該

協

議

に

関

す

る

事

項

に

つ

い

て

、

審

議

会

い

て

、

第

二

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

杉

並

区

の

意

見

を

聴

く

こ

と

が

で

き

る

。

景

観

審

議

会

の

意

見

を

聴

く

こ

と

が

で

き

る

。

３

略

３

略

（

指

定

等

の

手

続

）

（

指

定

等

の

手

続

）

第

二

十

二

条

略

第

二

十

二

条

略

２

区

長

は

、

法

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

２

区

長

は

、

法

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

景

観

重

要

建

造

物

を

指

定

し

よ

う

と

す

る

と

き

、

景

観

重

要

建

造

物

を

指

定

し

よ

う

と

す

る

と

き

、

法

第

二

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

現

状

変

更

法

第

二

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

現

状

変

更

の

許

可

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

、

同

条

第

三

項

の

の

許

可

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

、

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

条

件

を

付

そ

う

と

す

る

と

き

、

同

条

規

定

に

よ

り

条

件

を

付

そ

う

と

す

る

と

き

、

同

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

協

議

に

応

じ

よ

う

と

す

る

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

協

議

に

応

じ

よ

う

と

す

る

と

き

、

法

第

二

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

原

と

き

、

法

第

二

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

原



- 6 -

状

回

復

又

は

こ

れ

に

代

わ

る

べ

き

必

要

な

措

置

を

状

回

復

又

は

こ

れ

に

代

わ

る

べ

き

必

要

な

措

置

を

命

じ

よ

う

と

す

る

と

き

、

法

第

二

十

六

条

の

規

定

命

じ

よ

う

と

す

る

と

き

、

法

第

二

十

六

条

の

規

定

に

よ

り

管

理

に

関

す

る

命

令

又

は

勧

告

を

し

よ

う

に

よ

り

管

理

に

関

す

る

命

令

又

は

勧

告

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

及

び

法

第

二

十

七

条

第

一

項

の

規

定

と

す

る

と

き

及

び

法

第

二

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

の

解

除

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

（

法

に

よ

り

指

定

の

解

除

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

（

法

第

十

九

条

第

三

項

に

規

定

す

る

建

造

物

に

該

当

す

第

十

九

条

第

三

項

に

規

定

す

る

建

造

物

に

該

当

す

る

に

至

っ

た

と

き

を

除

く

。

）

は

、

あ

ら

か

じ

る

に

至

っ

た

と

き

を

除

く

。

）

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

審

議

会

め

、

第

二

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

杉

並

区

景

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

観

審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

二

十

六

条

区

長

は

、

法

第

八

十

三

条

第

一

項

の

第

二

十

六

条

区

長

は

、

法

第

八

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

景

観

協

定

の

認

可

、

法

第

八

十

四

条

規

定

に

よ

る

景

観

協

定

の

認

可

、

法

第

八

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

景

観

協

定

の

変

更

の

認

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

景

観

協

定

の

変

更

の

認

可

、

法

第

八

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

景

観

可

、

法

第

八

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

景

観

協

定

の

廃

止

の

認

可

及

び

法

第

九

十

条

第

一

項

の

協

定

の

廃

止

の

認

可

及

び

法

第

九

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

一

の

所

有

者

に

よ

る

景

観

協

定

の

認

規

定

に

よ

る

一

の

所

有

者

に

よ

る

景

観

協

定

の

認

可

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

審

議

会

可

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

次

条

第

一

項

に

規

の

意

見

を

聴

く

こ

と

定

す

る

杉

並

区

景

観

審

議

会

の

意

見

を

聴

く

こ

と

が

で

き

る

。

が

で

き

る

。

第

五

章

杉

並

区

景

観

審

議

会



- 7 -

資 料

（

審

議

会

の

設

置

）

第

二

十

七

条

良

好

な

景

観

づ

く

り

の

推

進

に

関

す

る

必

要

な

事

項

を

調

査

審

議

す

る

た

め

、

区

長

の

附

属

機

関

と

し

て

、

杉

並

区

景

観

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

２

審

議

会

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

区

長

の

諮

問

に

応

じ

、

答

申

す

る

。

一

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

事

項

二

そ

の

他

良

好

な

景

観

づ

く

り

の

推

進

に

関

す

る

重

要

な

事

項

３

審

議

会

は

、

前

項

各

号

に

規

定

す

る

事

項

に

関

し

、

区

長

に

意

見

を

述

べ

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

審

議

会

の

組

織

）

第

二

十

八

条

審

議

会

は

、

次

に

掲

げ

る

者

に

つ

き

、

区

長

が

委

嘱

す

る

委

員

十

人

以

内

を

も

っ

て

組

織

す

る

。

一

区

民

三

人

以

内

二

学

識

経

験

者

七

人

以

内

２

審

議

会

に

、

専

門

の

事

項

を

調

査

審

議

す

る

た
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め

に

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

区

長

が

委

嘱

す

る

専

門

委

員

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

３

委

員

の

任

期

は

、

二

年

と

す

る

。

た

だ

し

、

補

欠

の

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

４

委

員

は

、

再

任

さ

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

任

期

が

連

続

し

て

三

期

を

超

え

る

こ

と

と

な

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

５

専

門

委

員

の

任

期

は

、

当

該

専

門

の

事

項

の

調

査

審

議

期

間

と

す

る

。

（

審

議

会

の

会

長

）

第

二

十

九

条

審

議

会

に

会

長

を

置

き

、

委

員

の

互

選

に

よ

り

こ

れ

を

定

め

る

。

２

会

長

は

、

審

議

会

を

代

表

し

、

会

務

を

総

理

す

る

。

３

会

長

に

事

故

が

あ

る

と

き

は

、

会

長

が

あ

ら

か

じ

め

指

名

す

る

委

員

が

そ

の

職

務

を

代

理

す

る

。

（

審

議

会

の

会

議

）

第

三

十

条

審

議

会

は

、

会

長

が

招

集

す

る

。
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２

審

議

会

は

、

委

員

の

半

数

以

上

の

出

席

が

な

け

れ

ば

、

会

議

を

開

く

こ

と

が

で

き

な

い

。

３

審

議

会

の

議

事

は

、

出

席

し

た

委

員

の

過

半

数

で

決

し

、

可

否

同

数

の

と

き

は

、

会

長

の

決

す

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

４

審

議

会

は

、

第

十

七

条

第

二

項

（

第

二

十

一

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

次

条

第

一

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

規

定

す

る

事

項

に

つ

い

て

は

、

同

項

に

規

定

す

る

専

門

部

会

の

議

決

を

も

っ

て

審

議

会

の

議

決

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

５

審

議

会

の

会

議

は

、

公

開

と

す

る

。

た

だ

し

、

審

議

会

の

議

決

が

あ

っ

た

と

き

は

、

非

公

開

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

専

門

部

会

）

第

三

十

一

条

審

議

会

に

、

第

十

七

条

第

二

項

に

規

定

す

る

事

項

を

調

査

審

議

す

る

た

め

、

専

門

部

会

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

２

専

門

部

会

の

委

員

及

び

部

会

長

は

、

第

二

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

委

員

及

び

同

条

第

二

項

に
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規

定

す

る

専

門

委

員

の

う

ち

か

ら

、

会

長

が

指

名

す

る

。

第

五

章

雑

則

第

六

章

雑

則

（

表

彰

）

（

表

彰

）

第

二

十

七

条

略

第

三

十

二

条

略

（

委

任

）

（

委

任

）

第

二

十

八

条

略

第

三

十

三

条

略


